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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
学
事
文
書
課
）
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山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課
）
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山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
教
育
政
策
課
）
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規

則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）

第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
」
を
「
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担

す
べ
き
者
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
授
業
科
目
及
び
単
位
数
）

第
三
条

授
業
科
目
及
び
単
位
数
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

⚒

講
義
に
つ
い
て
は
十
五
時
間
を
も
つ
て
一
単
位
と
し
、
演
習
に
つ
い
て
は
二
十
時
間
を
も
つ
て
一

単
位
と
し
、
実
習
に
つ
い
て
は
三
十
時
間
を
も
つ
て
一
単
位
と
す
る
。

⚓

各
学
年
の
授
業
科
目
及
び
単
位
数
は
、
校
長
が
定
め
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
十
月
十
五
日
」
を
「
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
月

十
六
日
」
を
「
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
⚒
（
第
⚓
条
関
係
）

⚑
共
通
科
目

授
業

科
目

単
位
数

教
養

科
目

社
会
活
動
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
演
習

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
演
習

特
別

活
動

情
報
処
理
・
情
報
活
用

1222

小
計

7

農
業

経
営

農
業

政
策

概
論

農
業

簿
記

112

一
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専
門

科
目

農
業

機
械

演
習

農
畜
産
物
流
通
概
論

農
畜
産
物
利
用
演
習

農
業

基
礎

作
物

栽
培

演
習

林
業

基
礎

Ｇ
Ａ

Ｐ
概

論
６

次
産

業
化

論
販

売
実

践
演

習
会

社
経

営
論

2113111122

小
計

19

計

26

⚒
学
科
別
科
目

⑴
土
地
利
用
学
科

授
業

科
目

単
位
数

病
害

虫
防

除
概

論
植

物
生

理
ス

マ
ー

ト
農

業
機

械
論

栽
培

各
論

営
農

計
画

ト
ヨ

タ
生

産
方

式
専

攻
栽

培
演

習
先

進
法

人
演

習
生

産
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
実

習
経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
習
・
卒
業
論
文

農
業

体
験

研
修

先
進

農
家

等
派

遣
研

修

112412242212124

計

85

⑵
園
芸
学
科

授
業

科
目

単
位
数

病
害

虫
防

除
概

論
植

物
生

理
施

設
園

芸
栽

培
各

論
営

農
計

画
Ｇ

Ａ
Ｐ

演
習

専
攻

栽
培

演
習

生
産

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

実
習

経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
習
・
卒
業
論
文

農
業

体
験

研
修

先
進

農
家

等
派

遣
研

修

11241127212124

計

85

⑶
畜
産
学
科

授
業

科
目

単
位
数

家
畜

栄
養

家
畜

育
種

家
畜

解
剖

・
疾

病
家

畜
生

理
・

繁
殖

環
境

保
全

・
ふ

ん
尿

処
理

営
農

計
画

畜
産

飼
養

管
理

Ｇ
Ａ

Ｐ
演

習
生

産
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
実

習
経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
習
・
卒
業
論
文

農
業

体
験

研
修

先
進

農
家

等
派

遣
研

修

111611251212124

計

85

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
第
三
条
及
び
別
表
第
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

二
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日
以
後
に
入
学
す
る
学
生
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
入
学
し
て
現
に
在
学
中
の
学
生
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
二
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
十
一
の
項
及
び
十
二
の
項
中
「
（
就
学
支
援
金
支
給
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
支
払
の

一
時
差
止
め
を
受
け
た
期
間
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
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令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


